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第 25期 第 21回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和7年 2月 25日（火）13時 30分、第21回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階委員会

室に招集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  農地法第3条の3の届出による専決処分について 

日程第4  報告第2号  賃貸借の合意解約について 

日程第5  議案第1号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第6  議案第2号  北広島市土地開発公社役員の推薦について 

日程第7  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  3番 山田 智美 委員  4番 宮北  輝 委員 

２ 応招委員  5番 佐々木 珠惠 委員 6番 佐藤 芳之介 委員 7番 三戸   修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員 

塚本 能信 委員 森越 信幸 委員  

 

４ 欠席委員  2番 安宅 一夫 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 橋本 征紀  事務局次長 山田 孝博  主査 佐野 央馬  

主査   新川 吾郎  主事 上野 礼 

 

 

（開会宣言  13時 30分） 
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議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第13条

の規定により5番 佐々木委員、6番 佐藤委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 7年 2月 25

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」＞ 

 報告第1号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の説明をお願いいたします。 

 報告第1号 農地法第3条の3の届出による専決処分についてご説明いたします。 

今回は2件の届出が出されております。 

番号1、場所は ○○ の3筆で、面積46,271㎡の農地であります。権利取得者は ○○ 

氏であり、被相続人は ○○ 氏であります。全ての農地が賃貸されており、新たなあっせ

んの希望はなく、令和7年2月 4日に専決処分しております。 

番号2、場所は ○○ の29筆で、面積118,248㎡の農地であります。権利取得者は ○

○ 氏であり、被相続人は ○○ 氏であります。この後の議案第1号に一部集積の案件が

ございますが、その他の農地については、新たなあっせんの希望はなく、令和 7 年 2 月 10

日に専決処分しております。以上です。 

報告案件の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：報告第2号「賃貸借の合意解約について」＞ 

 報告第2号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

説明をお願いいたします。 

報告第2号 賃貸借の合意解約についてご説明いたします。 

今回は道央農業振興公社を経由した契約4件の報告が出されております。それぞれまとめ

て説明を行います。 

まず番号1、番号2についてですが、場所は ○○ の 2筆で、面積は42,966㎡です。借

主は ○○ 氏、貸主は ○○ 氏であります。令和7年1月 8日に合意解約が成立し報告

を受けております。 

次に番号3、番号4についてですが、場所は ○○ の 5筆で、面積は95,387㎡です。借

主は ○○ 氏、貸主は ○○ 氏であります。令和 7年 1月 10 日に合意解約が成立し報

告を受けております。 

なお、それぞれ契約期間の変更を目的とした合意解約となっております。以上です。 

報告案件の説明が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することに決しました。 
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＜日程第5：議案第1号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第1号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の説明をお願いいたします。 

議案第1号 農地利用集積計画の決定について提案理由をご説明いたします。 

今回は、45件の計画が出されており、内訳は賃貸借が44件、使用貸借が1件となってお

ります。賃貸借は、道央農業振興公社経由の契約を 2件で 1件とすると計 26件で、そのう

ち新規案件は6件となり、その他は継続の案件であります。詳細な内容につきましては議案

書事前に配布しておりますので、説明を省略いたします。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

議案の説明が終わりました。番号1につきましては、私が議事参与の制限の対象となりま

すので、退席いたします。その間は会長職務代理者である茶木委員に議長を務めていただき

ます。暫時休憩いたします。 

（三戸会長退席、茶木職務代理議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号1について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。質疑なしと認めます。番号1は、提案のとおり決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号1については、提案のとおり決定いたしました。ここで三戸

会長の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（三戸会長、茶木職務代理着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。番号 2 から番号 13 につきましては、宮北委員が議

事参与の制限の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（宮北委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 2 から番号 13 につきましては、提案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 2 から番号 13 号は、提案のとおり決定いたしました。ここ

で宮北委員の除斥を解きます。暫時休憩いたします 

（宮北委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号14から番号45について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。茶木委員どうぞ。 

番号32、番号33の説明をお願いします。 

説明致します。番号32、番号33につきましては、令和5年から使用貸借で ○○ 氏が

借りている農地でございまして、近年は作物が栽培されていなかったため使用貸借から耕作

しているところでございます。令和7年度からは道央農業振興公社経由の契約に切り替え、

新規契約という取り扱いとなっております。以上です。 

ほかに何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号14から番号45は、提案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号14から番号45号は、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第1号は、すべて提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第6：議案第2号「北広島市土地開発公社役員の推薦について」＞ 
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議 長 

議案第2号「北広島市土地開発公社役員の推薦について」を議題といたします。事務局か

ら、議案の説明をお願いいたします。 

議案第2号 北広島市土地開発公社役員の推薦について提案理由をご説明いたします。 

北広島市土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を円滑に行うことに

より地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として設立された特別法

人で、11人の役員により構成されております。役員の任期は2年間となっておりまして、令

和7年3月 31日に現委員の任期が満了することに伴い、2月10日付けで北広島市長より農

業委員会に対し役員１名の推薦依頼がございました。 

茶木委員におかれましては、平成 29年 7月から 4期 8年間、公社役員を務めらており、

引き続き茶木委員を推薦したいという内容の提案でございます。以上です。 

議案の説明が終わりました。この案件につきましては、茶木委員が議事参与の制限の対象

となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（茶木委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定いたしました。ここで茶木委員

の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（茶木委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。議案第2号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

諸報告を行います。1点目、次回の第22回農業委員会総会につきましては、令和7年3月

26日水曜日、午後1時30分から北広島市役所5階議場で予定をしておりますのでよろしく

お願い致します。2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。3月18日に北海

道農業会議総会を予定しております。皆様に配布した資料には記載しておりませんが、配布

後に日程が確定したため口頭でのご説明とさせて頂きます。こちらの総会には、会長と私が

出席する予定でございます。26日は、先ほど申し上げましたとおり第22回農業委員会総会

を予定しております。報告は以上です。次に事務局より報告がございます。 

前回の総会で地域計画の目標地図の決定を頂いておりますが、去年の段階で既に農業者の

説明会の中で説明し、了承を頂いているところでございます。こちらも含めて、最新版の意

見照会がきております。こちらにつきましては、目標地図が追加になっているものになりま

すので、総会には諮らず意見なしということで回答させて頂く予定となっております。それ

に併せて地域の説明会を今後予定しておりますので、3月の中旬頃になるかと思いますがご

案内差し上げますので、是非ご参加頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。事務

局からは以上です。 

皆様から何かございませんか。なければ以上をもちまして第 21 回北広島市農業委員会総

会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言  14 時 00 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   
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